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衆
議
院
議
員
長
友
よ
し
ひ
ろ
君
提
出
歯
科
健
診
の
義
務
化
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
現
行
制
度
に
お
け
る
歯
科
健
診
の
対
象
、
実
施
主
体
」
に
つ
い
て
、
二
で
御
指
摘
の
「
乳
幼
児
期
」
、
「
学

齢
期
」
、
「
成
人
期
」
及
び
「
後
期
高
齢
期
」
の
別
に
、
そ
の
①
「
対
象
」
、
②
「
実
施
主
体
」
及
び
③
「
現
行
制
度
」
を

お
示
し
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

「
乳
幼
児
期
」 

①
母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
満
一
歳
六

か
月
を
超
え
満
二
歳
に
達
し
な
い
幼
児
及
び
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
満
三
歳
を
超
え
満
四
歳
に
達
し
な
い
幼
児 

②
市
町
村

（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
） 
③
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
健
康
診
査 

 
 

「
学
齢
期
」 

①
学
校
保
健
安
全
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
児
童
生
徒
等

（
た
だ
し
、
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
学
生
を
除
く
。
） 

②
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
学
校 

③
同
法
第
十
三
条
の
規

定
に
基
づ
く
健
康
診
断 

 
 

「
成
人
期
」 

①
市
町
村
に
住
所
を
有
す
る
二
十
歳
、
三
十
歳
、
四
十
歳
、
五
十
歳
、
六
十
歳
及
び
七
十
歳
の
者 

②
当

該
市
町
村 

③
健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
第
十
九
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
健
康
増
進
法
施
行
規
則
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（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
八
十
六
号
）
第
四
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
歯
周
疾
患
検
診
（
以
下
「
歯
周
疾
患
検
診
」

と
い
う
。
） 

 
 

「
後
期
高
齢
期
」 

①
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
の
う
ち
七
十
五
歳
以
上
の
者 

②
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
（
以
下
「
後
期
高

齢
者
医
療
広
域
連
合
」
と
い
う
。
） 

③
同
法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
健
康
診
査 

 
 

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
現
行
制
度
」
毎
の
「
受
診
率
」
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
例
え
ば
、
厚
生
労
働
省
が
実
施
し
た
「
令

和
五
年
国
民
健
康
・
栄
養
調
査
」
に
お
け
る
「
歯
科
検
診
の
受
診
状
況

こ
の
一
年
間
に
お
け
る
歯
科
検
診
の
受
診
の
状
況
、

年
齢
階
級
別
、
人
数
、
割
合

総
数
・
男
性
・
女
性
、
二
十
歳
以
上
」
に
よ
る
と
、
「
歯
科
検
診
」
を
「
受
け
た
」
と
す
る

割
合
は
、
「
総
数
」
で
五
十
八
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
「
二
十
～
二
十
九
歳
」
は
四
十
四
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
「
三
十
～
三
十

九
歳
」
は
五
十
三
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
「
四
十
～
四
十
九
歳
」
は
五
十
六
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
「
五
十
～
五
十
九
歳
」
は
五

十
五
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
「
六
十
～
六
十
九
歳
」
は
六
十
五
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
「
七
十
歳
以
上
」
は
六
十
二
・
九
パ
ー
セ

ン
ト
と
な
っ
て
お
り
、
特
に
就
労
世
代
に
お
い
て
受
診
率
が
低
い
こ
と
が
お
尋
ね
の
「
課
題
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
お
尋
ね
の
よ
う
に
「
成
人
」
全
体
や
「
高
齢
者
層
に
お
け
る
受
診
率
」
が
「
低
迷
」
し
て
い
る
と
は
考
え
て
い
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な
い
が
、
「
成
人
」
の
う
ち
特
に
就
労
世
代
に
お
け
る
「
受
診
率
の
低
迷
要
因
」
に
つ
い
て
は
、
当
該
世
代
に
お
い
て
は
、

就
労
等
の
た
め
に
歯
科
健
診
を
受
診
す
る
た
め
の
時
間
の
確
保
が
難
し
い
こ
と
や
、
歯
科
健
診
の
必
要
性
が
十
分
に
認
識
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
等
が
挙
げ
ら
れ
る
と
考
え
て
お
り
、
お
尋
ね
の
「
改
善
策
」
と
し
て
は
、
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す

る
基
本
的
事
項
（
令
和
五
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
八
十
九
号
。
以
下
「
基
本
的
事
項
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
「
計

画
開
始
後
十
年
（
令
和
十
五
年
度
）
を
目
途
に
」
「
過
去
一
年
間
に
歯
科
健
診
を
受
診
し
た
者
の
割
合
」
を
九
十
五
パ
ー
セ

ン
ト
に
す
る
こ
と
を
目
標
に
、
必
要
な
施
策
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
例
え
ば
、
令
和
六
年
に
は
、
四
十
歳
、
五

十
歳
、
六
十
歳
及
び
七
十
歳
を
対
象
と
し
て
い
た
歯
周
疾
患
検
診
に
つ
い
て
、
二
十
歳
及
び
三
十
歳
を
追
加
し
た
と
こ
ろ
で

あ
り
、
ま
た
、
同
省
が
令
和
七
年
度
に
実
施
し
て
い
る
「
全
世
代
向
け
モ
デ
ル
歯
科
健
康
診
査
等
実
施
事
業
（
モ
デ
ル
歯
科

健
診
事
業
）
」
（
以
下
「
全
世
代
向
け
モ
デ
ル
歯
科
健
康
診
査
等
実
施
事
業
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
「
全
世
代
向
け
モ
デ

ル
歯
科
健
康
診
査
等
実
施
事
業
（
モ
デ
ル
歯
科
健
診
事
業
）
に
係
る
調
査
研
究
等
一
式 

仕
様
書
」
に
基
づ
き
、
「
特
に
就

労
世
代
の
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
向
け
、
効
果
的
な
歯
科
健
診
・
受
診
勧
奨
の
方
法
等
に
つ
い
て
、
自
治
体
や
職
域
等
に

お
い
て
歯
科
健
診
等
を
実
施
し
、
実
施
手
法
等
の
必
要
な
検
証
等
」
を
行
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
同
省
が
同
年
度
に
実
施
し

て
い
る
「
歯
周
病
等
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
ツ
ー
ル
開
発
支
援
事
業
（
唾
液
等
の
検
体
を
用
い
る
も
の
）
」
に
よ
り
、
「
「
歯
周
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病
等
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
ツ
ー
ル
開
発
支
援
事
業
（
唾
液
等
の
検
体
を
用
い
る
も
の
）
」 

仕
様
書
」
に
基
づ
き
、
「
自
治
体

や
職
域
等
に
お
い
て
、
簡
易
に
歯
周
病
等
の
歯
科
疾
患
の
リ
ス
ク
評
価
が
可
能
で
あ
り
、
歯
科
医
療
機
関
へ
の
受
診
に
つ
な

げ
る
こ
と
が
で
き
る
歯
周
病
等
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
ツ
ー
ル
・
・
・
の
研
究
・
開
発
を
支
援
す
る
」
こ
と
等
を
行
っ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。 

二
及
び
七
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
歯
科
健
診
の
制
度
的
義
務
化
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
経
済
財
政
運
営

と
改
革
の
基
本
方
針
二
〇
二
五
」
（
令
和
七
年
六
月
十
三
日
閣
議
決
定
）
に
お
け
る
「
生
涯
を
通
じ
た
歯
科
健
診
（
い
わ
ゆ

る
国
民
皆
歯
科
健
診
）
」
（
以
下
「
い
わ
ゆ
る
国
民
皆
歯
科
健
診
」
と
い
う
。
）
と
解
す
れ
ば
、
こ
れ
に
係
る
お
尋
ね
の

「
政
策
的
必
要
性
」
は
「
認
識
」
し
て
お
り
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
基
本
的
事
項
に
お
い
て
、
「
計
画
開
始
後

十
年
（
令
和
十
五
年
度
）
を
目
途
に
」
「
過
去
一
年
間
に
歯
科
健
診
を
受
診
し
た
者
の
割
合
」
を
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
す

る
こ
と
を
目
標
に
、
必
要
な
施
策
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
お
尋
ね
の
「
制
度
設
計
」
及
び
「
法
制
度
整
備
」

に
つ
い
て
は
、
当
該
施
策
の
実
施
状
況
等
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
必
要
に
応
じ
検
討
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。 

三
に
つ
い
て 
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お
尋
ね
の
「
制
度
的
枠
組
み
の
整
備
方
針
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘

の
「
職
域
に
お
け
る
健
康
診
断
と
の
一
体
的
実
施
」
や
「
地
域
保
健
事
業
と
の
連
携
」
に
関
し
て
は
、
全
世
代
向
け
モ
デ
ル

歯
科
健
康
診
査
等
実
施
事
業
に
よ
り
、
「
全
世
代
向
け
モ
デ
ル
歯
科
健
康
診
査
等
実
施
事
業
（
モ
デ
ル
歯
科
健
診
事
業
）
に

係
る
調
査
研
究
等
一
式 

仕
様
書
」
に
基
づ
き
、
「
事
業
者
が
実
施
す
る
事
業
者
健
診
」
と
「
歯
科
健
診
・
簡
易
ス
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
の
同
時
実
施
」
等
の
検
証
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
御
指
摘
の
「
歯
科
健
診
の
普
及
促
進
」
に
向
け

て
、
今
後
の
対
応
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
御
指
摘
の
「
歯
科
健
診
」
に
関
し
て
は
、
令
和
七
年
一

月
十
七
日
の
労
働
政
策
審
議
会
安
全
衛
生
分
科
会
に
お
い
て
、
「
今
後
の
労
働
安
全
衛
生
対
策
に
つ
い
て
（
報
告
）
」
の
建

議
が
行
わ
れ
、
同
建
議
に
お
い
て
、
「
歯
科
に
関
す
る
項
目
を
法
定
健
診
項
目
に
追
加
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
業
務
起
因

性
又
は
業
務
増
悪
性
、
就
業
上
の
措
置
等
の
エ
ビ
デ
ン
ス
が
乏
し
い
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
困
難
で
あ
る
」
と
さ
れ
た
こ
と

を
踏
ま
え
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
六
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
健
康
診
断
の
項
目
に

追
加
す
る
こ
と
は
現
時
点
で
考
え
て
い
な
い
と
こ
ろ
、
全
世
代
向
け
モ
デ
ル
歯
科
健
康
診
査
等
実
施
事
業
に
よ
る
「
事
業
者

が
実
施
す
る
事
業
者
健
診
」
と
「
歯
科
健
診
・
簡
易
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
同
時
実
施
」
等
は
、
事
業
者
が
、
同
条
の
規
定
に

基
づ
く
健
康
診
断
と
は
別
に
、
保
険
者
の
協
力
を
得
て
、
任
意
で
「
歯
科
健
診
・
簡
易
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
」
を
同
時
期
に
実
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施
す
る
も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
同
法
と
の
「
整
合
性
」
に
問
題
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
歯
科
健
診
の
義
務
化
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
国
民
皆
歯
科
健

診
と
解
す
れ
ば
、
こ
れ
に
よ
る
お
尋
ね
の
「
高
齢
者
に
お
け
る
オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ
ル
の
進
行
防
止
、
誤
嚥
性
肺
炎
の
予
防
、

介
護
予
防
の
観
点
か
ら
、
」
「
果
た
す
役
割
」
等
に
つ
い
て
、
個
々
に
そ
の
「
科
学
的
根
拠
に
基
づ
」
く
評
価
等
は
行
っ
て

い
な
い
が
、
こ
れ
に
よ
る
歯
科
健
診
の
普
及
促
進
に
よ
り
、
口
腔 く

う

の
健
康
が
保
持
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
厚

生
科
学
審
議
会
地
域
保
健
健
康
増
進
栄
養
部
会
の
下
に
設
置
さ
れ
た
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
専
門
委
員
会
の
ワ
ー

キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日
に
開
催
の
第
一
回
の
会
議
の
資
料
一
「
第
三
十
一
回
厚
生
科
学
審
議

会
地
域
保
健
健
康
増
進
栄
養
部
会
資
料
（
抜
粋
）
お
よ
び
第
二
回
次
期
国
民
健
康
づ
く
り
運
動
プ
ラ
ン
策
定
専
門
委
員
会
資

料
（
抜
粋
）
」
に
お
い
て
、
「
高
齢
期
に
お
い
て
も
歯
の
健
康
を
保
ち
、
歯
の
喪
失
に
よ
る
口
腔
機
能
の
低
下
リ
ス
ク
を
軽

減
す
る
取
り
組
み
は
、
歯
科
口
腔
保
健
の
み
な
ら
ず
、
円
滑
な
経
口
摂
取
や
良
好
な
発
話
の
維
持
等
と
も
大
き
く
関
わ
り
、

国
民
の
「
生
活
の
質
の
向
上
」
な
ら
び
に
「
健
康
寿
命
の
延
伸
」
に
も
大
き
く
寄
与
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
さ
れ
て

お
り
、
こ
れ
も
踏
ま
え
、
基
本
的
事
項
に
お
い
て
、
「
生
涯
に
わ
た
る
歯
・
口
腔 く

う

の
健
康
が
社
会
生
活
の
質
の
向
上
に
寄
与
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す
る
こ
と
や
歯
・
口
腔
の
健
康
と
全
身
の
健
康
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
歯
科
疾

患
の
予
防
等
に
よ
る
口
腔
の
健
康
の
保
持
・
・
・
が
不
可
欠
」
と
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
歯
科
健
診
の
義
務
化
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
国
民
皆
歯
科
健

診
と
解
す
れ
ば
、
こ
れ
に
よ
る
お
尋
ね
の
「
医
療
費
」
「
の
削
減
効
果
」
の
「
費
用
対
効
果
分
析
」
に
関
し
て
は
、
厚
生
労

働
省
に
お
い
て
、
令
和
六
年
度
に
「
就
労
世
代
の
歯
科
健
康
診
査
等
推
進
事
業
（
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
を
活
用
し
た
歯
科
健
診

の
評
価
分
析
事
業
）
」
を
実
施
し
、
「
「
就
労
世
代
の
歯
科
健
康
診
査
等
推
進
事
業
（
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
を
活
用
し
た
歯
科

健
診
の
評
価
分
析
事
業
）
に
係
る
調
査
研
究
等
一
式
」 

仕
様
書
」
に
基
づ
き
、
「
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
向
け
、
レ
セ

プ
ト
デ
ー
タ
等
を
活
用
し
、
歯
科
健
診
の
効
果
」
の
「
調
査
・
検
証
」
を
行
い
、
引
き
続
き
令
和
七
年
度
に
「
全
世
代
向
け

モ
デ
ル
歯
科
健
康
診
査
等
実
施
事
業
（
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
を
活
用
し
た
歯
科
健
診
の
評
価
分
析
事
業
）
」
を
実
施
し
、
「
「
全

世
代
向
け
モ
デ
ル
歯
科
健
康
診
査
等
実
施
事
業
（
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
を
活
用
し
た
歯
科
健
診
の
評
価
分
析
事
業
）
に
係
る
調

査
研
究
等
一
式
」 

仕
様
書
」
に
基
づ
き
、
「
口
腔
と
全
身
の
健
康
の
関
係
、
医
療
費
適
正
化
効
果
等
」
の
「
調
査
・
検
証
」

を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
時
点
で
お
尋
ね
の
「
分
析
結
果
又
は
試
算
」
を
示
す
段
階
に
な
い
。
お
尋
ね
の
「
介
護
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費
の
削
減
効
果
、
健
康
寿
命
延
伸
効
果
」
の
「
分
析
」
や
「
試
算
」
は
行
っ
て
い
な
い
。 

六
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
歯
科
健
診
の
義
務
化
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
国
民
皆
歯
科
健

診
と
解
す
れ
ば
、
お
尋
ね
の
「
地
域
歯
科
医
療
提
供
体
制
の
確
保
」
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
、
「
歯
科
医
療

提
供
体
制
構
築
推
進
・
支
援
事
業
実
施
要
綱
」
（
令
和
四
年
九
月
二
十
日
付
け
医
政
発
〇
九
二
〇
第
九
号
（
令
和
七
年
三
月

三
十
一
日
最
終
改
正
）
厚
生
労
働
省
医
政
局
長
通
知
別
紙
）
に
定
め
る
「
歯
科
医
療
提
供
体
制
構
築
推
進
・
支
援
事
業
」
に

よ
り
、
「
各
地
域
の
状
況
に
応
じ
た
歯
科
医
療
施
策
が
実
効
的
に
進
め
ら
れ
る
よ
う
」
、
都
道
府
県
に
よ
る
「
現
在
及
び
将

来
の
課
題
を
抽
出
・
検
討
し
、
推
進
方
策
及
び
推
進
に
資
す
る
事
業
等
の
検
討
」
を
行
う
取
組
及
び
そ
の
検
討
等
に
基
づ
く

「
歯
科
医
療
提
供
体
制
の
構
築
に
資
す
る
」
取
組
に
加
え
、
都
道
府
県
、
市
町
村
、
大
学
、
法
人
等
に
よ
る
「
歯
科
医
療
提

供
体
制
の
構
築
促
進
の
た
め
、
各
地
域
の
課
題
解
決
」
に
向
け
た
取
組
に
係
る
費
用
を
支
援
し
て
い
る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の

「
歯
科
人
材
」
に
関
し
て
は
、
同
省
に
お
い
て
、
同
省
医
政
局
長
が
参
集
を
求
め
て
開
催
し
て
い
る
、
歯
科
医
療
の
各
分
野

に
関
す
る
専
門
的
知
見
を
有
す
る
有
識
者
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
「
歯
科
医
師
の
適
切
な
配
置
等
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
グ

ル
ー
プ
」
等
に
お
い
て
、
御
指
摘
の
よ
う
に
「
歯
科
人
材
」
が
「
偏
在
」
し
て
い
る
か
否
か
も
含
め
、
そ
の
必
要
数
や
適
切
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な
配
置
に
関
す
る
具
体
の
分
析
等
に
関
す
る
議
論
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
検
討
結
果
等
も
踏
ま
え
、
「
地
域

歯
科
医
療
提
供
体
制
の
確
保
」
に
向
け
た
取
組
を
進
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
御
指
摘
の
「
自
治
体
の
財
政
負
担

軽
減
策
」
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
「
感
染
症
予
防
事
業
費
等
国
庫
負
担
（
補
助
）
金
交
付
要
綱
」
（
平
成
二
十
年
十
二
月

十
九
日
付
け
厚
生
労
働
省
発
健
第
一
二
一
九
〇
〇
二
号
（
令
和
七
年
九
月
一
日
最
終
改
正
）
厚
生
労
働
事
務
次
官
通
知
別
添
）

に
定
め
る
「
健
康
増
進
事
業
」
に
よ
り
、
市
町
村
が
行
う
歯
周
疾
患
検
診
を
実
施
す
る
た
め
の
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
と

と
も
に
、
「
令
和
七
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
事
業
費
補
助
金
交
付
要
綱
」
（
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
付
け
厚
生
労
働

省
発
保
〇
三
三
一
第
十
三
号
厚
生
労
働
省
事
務
次
官
通
知
別
添
）
に
定
め
る
「
健
康
診
査
事
業
」
に
よ
り
、
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合
が
行
う
「
歯
科
健
康
診
査
」
を
含
め
そ
の
費
用
の
一
部
を
補
助
し
て
い
る
ほ
か
、
「
八
〇
二
〇
運
動
・
口
腔
保

健
推
進
事
業
実
施
要
綱
」
（
平
成
二
十
七
年
四
月
十
日
付
け
医
政
発
〇
四
一
〇
第
二
十
三
号
（
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
最

終
改
正
）
厚
生
労
働
省
医
政
局
長
通
知
別
紙
）
に
定
め
る
「
都
道
府
県
等
口
腔
保
健
推
進
事
業
」
に
よ
り
、
都
道
府
県
及
び

市
町
村
が
独
自
に
行
う
歯
科
健
診
の
費
用
の
一
部
に
対
し
て
補
助
を
行
っ
て
い
る
。 

八
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
歯
科
健
診
の
受
診
促
進
に
向
け
、
オ
ン
ラ
イ
ン
予
約
シ
ス
テ
ム
の
導
入
」
を
す
る
こ
と
の
検
討
は
行
っ
て
い
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な
い
。
お
尋
ね
の
「
受
診
費
用
補
助
」
に
つ
い
て
は
、
六
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
「
自
治
体
の
財
政
負
担
軽
減
策
」
を
通

じ
て
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
お
尋
ね
の
「
広
報
啓
発
」
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
が
令
和
七
年
度
に
実
施
し
て
い

る
「
歯
科
口
腔
保
健
支
援
事
業
」
に
お
い
て
、
「
歯
科
口
腔
保
健
支
援
事
業 

仕
様
書
」
に
基
づ
き
、
国
民
に
対
す
る
歯
科

口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
知
識
の
普
及
啓
発
等
を
行
っ
て
い
る
。
お
尋
ね
の
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
の
連
携
等
、
Ｉ

Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
受
診
環
境
整
備
」
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
必
要
に
応
じ
て
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。 


